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 アスファルト混合物事前審査例規集 新旧対照表 
事前審査実施要領 〔改 定 後〕 事前審査実施要領 〔改 定 前〕 備考 

 
アスファルト混合物事前審査実施要領 

令和７年１２月 

アスファルト混合物事前審査委員会 

 

第１０条 （不正行為等の禁止） 

１ 混合所は、事前審査申請内容、認定混合物、調査機関、試験機関、立入調

査員に対して、不正及び不誠実があってはならない。 

２ 立入調査では、注意喚起を行っても改善されない場合、立入調査員の判断

により調査を中止できるものとする。 

３ 委員会は、混合所における不正に関する公益通報や連絡等を確認したとき

は、必要に応じ混合所への立入調査を行うことができる。 

４ 混合所は、前項に基づく調査を受け入れなければならない。 

５ 前項に基づく立入調査の結果や申告等により、故意に不正を行ったことが

判明したときは、委員長は、ただちに当該混合所における全ての混合物の認

定を停止すると共に、認定書を回収し、次回委員会に報告する。 

 

第１１条 （認定の取り消し） 

１ 委員会は、事前審査制度により混合物の認定を受けた混合所が、混合物の

製造に関して、故意に不正を行ったことが判明したときは、当該混合所にお

ける全ての混合物の認定を取り消すこととする。 

２ 前項の理由により混合物の認定を取り消された混合所は、認定を取り消さ

れた日から１年間、事前審査制度による混合物の認定にかかる再申請を行う

ことができず、再認定にあたっては再発防止として品質確保体制の再構築後

における適正な生産実績を１年以上有する必要がある。 

 

第１２条 （その他） 

この実施要領に定めのない事項は、委員会が定める。 

 

（附  則） 

この実施要領は、令和７年１２月１９日から施行する。 

 

 

 

 

 

アスファルト混合物事前審査実施要領 

令和７年５月 

アスファルト混合物事前審査委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０条 （その他） 

この実施要領に定めのない事項は、委員会が定める。 

 

（附  則） 

この実施要領は、平成８年８月１日から施行する。 

 

 

  

 

 

 

改定月を反映 

 

 

不正に関する公益通報

や、連絡を受けた場合、

調査を行うことが出来る

こと、また、不正が発覚

した場合は、直ちに全て

の混合物の認定を停止す

ることが出来るよう新た

に規定 

 

 

 

 

不正を行った混合所に対

して全ての認定を取り消

すこと、産業標準化法

（JIS 法）や JISQ1001 一

般認証指針を参考に不正

を行った者への再認定・

登録までの期間を設ける

よう新たに規定 

 

条項追加により条番号を

変更 

 

 

改定日と同日とする 
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事前審査実施要領 〔改 定 後〕 事前審査実施要領 〔改 定 前〕 備考 
（経  緯） 

制定  平成５年１月２６日 

改正  平成６年６月２９日 

改正  平成８年６月２５日 

改正  平成１０年２月１７日 

改正  平成１１年２月１８日 

改正  平成１２年２月２１日 

改正  平成１３年５月２４日 

改正  平成１４年３月２６日 

改正  平成１４年１１月２８日 

改正  平成１６年１２月２４日 

改正  平成１９年１月２２日 

改正  平成１９年５月２９日 

改正  平成２１年１月２６日 

改正 平成２３年１月１４日 

改正 令和元年１２月２０日 

改正 令和７年５月２８日 

改正 令和７年１２月１９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経  緯） 

制定  平成５年１月２６日 

改正  平成６年６月２９日 

改正  平成８年６月２５日 

改正  平成１０年２月１７日 

改正  平成１１年２月１８日 

改正  平成１２年２月２１日 

改正  平成１３年５月２４日 

改正  平成１４年３月２６日 

改正  平成１４年１１月２８日 

改正  平成１６年１２月２４日 

改正  平成１９年１月２２日 

改正  平成１９年５月２９日 

改正  平成２１年１月２６日 

改正 平成２３年１月１４日 

改正 令和元年１２月２０日 

改正 令和７年５月２８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会承認日とする 
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事前審査実施細則 〔改 定 後〕 事前審査実施細則 〔改 定 前〕 備考 
 

アスファルト混合物事前審査実施細則 

令和７年１２月 

アスファルト混合物事前審査委員会 

 

 

第２章    申請 
 

２. 申請の受付 

(1) 申請は、「様式集」により所要事項を記入のうえ、事前審査委員会委員長宛に下記によ

り、１部提出するものとする。 

1) 配合設計統一ソフトプログラムにより作成されたデータ。 

2) 配合設計統一ソフトプログラムでは作成されない申請に必要な書類のファイル。 

① ファイルの規格は「Ａ４Ｓ」とする。 

② 色は県別に次による。 

新潟県：ブルー      富山県：グリーン      石川県：イエロー 

③ ファイルの表紙と背には会社名と混合所名を記入する。 

④ 申請する書類、資料のうち、「社印」を明示した箇所には社印、「印」の所には担

当者印を捺印する。 

ミルシート、材料試験結果報告書は原本のコピーでよい。 

3) 誓約書 

 

なお、「申請者」は、申請混合所に係る会社の社長、または支社（支店）等の長で契約
行為の権限を有する者とする。 

 

（附  則） 

この細則は、令和７年１２月１９日から施行する。 

 

（経  緯） 

制定  平成５年１月２６日 

改正  平成６年６月２９日 

改正  平成８年１０月２９日 

改正  平成９年６月３０日 

改正  平成１０年２月１７日 

改正  平成１１年２月１８日 

改正  平成１２年２月２１日 

改正  平成１３年２月２６日 

改正  平成１３年５月２４日 

改正  平成１４年３月２６日 

 

アスファルト混合物事前審査実施細則 

令和７年５月 

アスファルト混合物事前審査委員会 

 

 

第２章    申請 
 

２. 申請の受付 

(1) 申請は、「様式集」により所要事項を記入のうえ、事前審査委員会委員長宛に下記によ

り、１部提出するものとする。 

1) 配合設計統一ソフトプログラムにより作成されたデータ。 

2) 配合設計統一ソフトプログラムでは作成されない申請に必要な書類のファイル。 

① ファイルの規格は「Ａ４Ｓ」とする。 

② 色は県別に次による。 

新潟県：ブルー      富山県：グリーン      石川県：イエロー 

③ ファイルの表紙と背には会社名と混合所名を記入する。 

④ 申請する書類、資料のうち、「社印」を明示した箇所には社印、「印」の所には担

当者印を捺印する。 

ミルシート、材料試験結果報告書は原本のコピーでよい。 

なお、「申請者」は、申請混合所に係る会社の社長、または支社（支店）等の長で契約行
為の権限を有する者とする。 
 
 
 
 

（附  則） 

この細則は、平成９年３月１日から施行する。 

 

（経  緯） 

制定  平成５年１月２６日 

改正  平成６年６月２９日 

改正  平成８年１０月２９日 

改正  平成９年６月３０日 

改正  平成１０年２月１７日 

改正  平成１１年２月１８日 

改正  平成１２年２月２１日 

改正  平成１３年２月２６日 

改正  平成１３年５月２４日 

改正  平成１４年３月２６日 

 

 

改定月を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たに規定 

 

 

 

改定日と同日とする 
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事前審査実施細則 〔改 定 後〕 事前審査実施細則 〔改 定 前〕 備考 
改正  平成１４年５月３０日 

改正  平成１４年１１月２８日 

改正  平成１６年２月９日 

改正  平成１６年１２月２４日 

改正  平成１８年１月１９日 

改正  平成１８年５月２９日 

改正  平成１９年１月２２日 

改正  平成１９年５月２９日 

改正  平成２０年２月１２日 

改正  平成２０年５月３０日 

改正  平成２１年１月２６日 

改正  平成２３年１月１４日 

改正 平成２４年１月１２日 

改正 平成２５年１月１７日 

改正 平成２５年５月２７日 

改正 平成２６年５月２７日 

改正 平成２７年５月２６日 

改正 平成２９年５月２６日 
改正 平成３０年１２月１８日（平成３１年２月１０日適用） 
改正 令和元年１２月２０日（令和２年２月１０日適用） 

改正 令和２年１２月２４日（令和３年２月１０日適用） 

改正 令和６年５月２９日（令和７年２月１０日適用） 

改正 令和７年５月２８日 

改正 令和７年１２月１９日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改正  平成１４年５月３０日 

改正  平成１４年１１月２８日 

改正  平成１６年２月９日 

改正  平成１６年１２月２４日 

改正  平成１８年１月１９日 

改正  平成１８年５月２９日 

改正  平成１９年１月２２日 

改正  平成１９年５月２９日 

改正  平成２０年２月１２日 

改正  平成２０年５月３０日 

改正  平成２１年１月２６日 

改正  平成２３年１月１４日 

改正 平成２４年１月１２日 

改正 平成２５年１月１７日 

改正 平成２５年５月２７日 

改正 平成２６年５月２７日 

改正 平成２７年５月２６日 

改正 平成２９年５月２６日 

改正 平成３０年１２月１８日（平成３１年２月１０日適用） 

改正 令和元年１２月２０日（令和２年２月１０日適用） 

改正 令和２年１２月２４日（令和３年２月１０日適用） 

改正 令和６年５月２９日（令和７年２月１０日適用） 

改正 令和７年５月２８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会承認日とする 
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事前審査実施細則 〔改 定 後〕 事前審査実施細則 〔改 定 前〕 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更履歴を追記 
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混合所立入調査要領 〔改 定 後〕 混合所立入調査要領 〔改 定 前〕 備考 
 

アスファルト混合物事前審査 

混合所立入調査要領 

令和７年１２月 

アスファルト混合物事前審査委員会 

 

 

２. 調査計画 

(1) 立入調査員は、あらかじめ発注機関が推薦した者に委員会が委嘱する。なお、委嘱後必

要により、立入調査員に対する研修を行うものとする。 

(2) 立入調査は、認定書発行後できるだけ早期に実施することを原則とする。 

(3) 事務局は、年度毎に「混合所立入調査計画書」を作成し、委員会の承認を得る。但し、

やむを得ない場合はこの限りでない。 

(4) 事務局は「混合所立入調査計画書」の作成にあたり、極力立入調査員が継続して同一混

合所の調査員とならないよう計画するものとする。 

(5) 事務局は、混合所立入調査に基づき、各混合所の経年の管理状況等が把握できるカルテ

を作成し、立入調査員への情報提供に資するものとする。 

(6) 立入調査対象混合所および選定方法 

1) 継続混合所 

既に認定を受けている混合所の立入調査は、２年に１回定期的に行うものとする。 

ただし、当年度の配合設計の審査で再審査、または委員会が必要と認めた場合の混合

所については、追加調査を行うものとする。 

また、定期以外の時期においても立入調査を行うことができる。 

2) 新設または更新混合所 

新たに建設した混合所、既認定混合所施設を更新した混合所、および新規に認定を受

けようとする混合所で、立入調査は事前審査の申請および「混合所の新設・更新・再開

届」に基づき行う。 

3) 製造休止混合所 

混合物の認定後、混合物の製造を休止（継続して３箇月以上）している混合所、およ

び立入調査時に混合所が休止中で調査ができなかった混合所について、混合物製造再開

の事前に立入調査を行う。 

(7) 上記の他、認定を受けた全ての混合所から無作為に抽出した混合所を対象に、別途立入

調査を行うものとする。実施にあたっての詳細は、事務局で計画し、委員長が専決する。 

 

 

 

 

 

アスファルト混合物事前審査実施細則 

混合所立入調査要領 

令和６年５月 

アスファルト混合物事前審査委員会 

 

 

２. 調査計画 

(1) 立入調査員は、あらかじめ発注機関が推薦した者に委員会が委嘱する。なお、委嘱後必

要により、立入調査員に対する研修を行うものとする。 

(2) 立入調査は、認定書発行後できるだけ早期に実施することを原則とする。 

(3) 事務局は、年度毎に「混合所立入調査計画書」を作成し、委員会の承認を得る。但し、

やむを得ない場合はこの限りでない。 

(4) 事務局は「混合所立入調査計画書」の作成にあたり、極力立入調査員が継続して同一混

合所の調査員とならないよう計画するものとする。 

(5) 事務局は、混合所立入調査に基づき、各混合所の経年の管理状況等が把握できるカルテ

を作成し、立入調査員への情報提供に資するものとする。 

(6) 立入調査対象混合所および選定方法 

1) 継続混合所 

既に認定を受けている混合所の立入調査は、２年に１回定期的に行うものとする。 

ただし、当年度の配合設計の審査で再審査、または委員会が必要と認めた場合の混合

所については、追加調査を行うものとする。 

また、定期以外の時期においても立入調査を行うことができる。 

2) 新設または更新混合所 

新たに建設した混合所、既認定混合所施設を更新した混合所、および新規に認定を受

けようとする混合所で、立入調査は事前審査の申請および「混合所の新設・更新・再開

届」に基づき行う。 

3) 製造休止混合所 

混合物の認定後、混合物の製造を休止（継続して３箇月以上）している混合所、およ 

び立入調査時に混合所が休止中で調査ができなかった混合所について、混合物製造再開

の事前に立入調査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定月を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たに規定 
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混合所立入調査要領 〔改 定 後〕 混合所立入調査要領 〔改 定 前〕 備考 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ転記元の資料名称

を明示 

表名称の記載位置を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

現用に合わせた記載に見

直し 

 

 

 

記入要領を見直し明示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator
スタンプ
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混合所立入調査要領 〔改 定 後〕 混合所立入調査要領 〔改 定 前〕 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入要領を見直し明示 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入要領を見直し明示 

 

 

 

Administrator
スタンプ
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様式集 〔改 定 後〕 様式集 〔改 定 前〕 備考 
 

アスファルト混合物事前審査 

様式集 

令和７年１２月 

アスファルト混合物事前審査委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスファルト混合物事前審査実施細則 

様式集 

令和７年５月 

アスファルト混合物事前審査委員会 

 

 

 

 

 

 

改定月を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請時に添付する様式-90

誓約書を新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２５１２１９ 
 

- 10 - 
 

様式集 〔改 定 後〕 様式集 〔改 定 前〕 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請時に添付する様式-90

誓約書を新規追加 
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様式集 〔改 定 後〕 様式集 〔改 定 前〕 備考 
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